
① インターネットで「G-MIS ログイン」などと検索するか、
URL（https://www.g-mis.mhlw.go.jp/）により、
G-MISログインページにアクセスしてください。
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https://www.g-mis.mhlw.go.jp/


ユーザ名が分からない方は以下から問い合わせてください。

【厚生労働省G-MIS事務局】
メール：helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号：050-3355-8230

（土日祝日を除く平日9時～17時）

パスワードが分からない方は「パスワードをお忘れですか？」か
ら再設定作業を行ってください。

② ユーザ名とパスワードを入力して、ログインしてください。

③ 接続先選択画面で「Ｇ－ＭＩＳ」を選択してください。
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【注意】以降の画面遷移はインターネットブラウザ・セキュ
リティソフトなどのポップアップブロック機能により動作
しない可能性がありますので、正常に遷移しない場合は
お使いのソフトの設定等をご確認ください。
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③ ホーム画面で「かかりつけ医機能情報提供制度」を選択
し、報告の種別を選択してください。



④ 必要な事項を入力して報告を完了します。

「調査票入力画面」
で「入力」ボタンを
クリックして、入力
画面を表示します。

各報告項目を
入力して、「登録」
をクリックします。

全項目を「入力完了」
にして、画面上部の
「報告」をクリック
します。

「ＯＫ」をクリック
します。

4

※報告ボタンを必ず最後に
クリックしてください



⑤ ホーム画面で「医療機能情報提供制度」を選択し、報告の
種別を選択してください。

新規報告：初めての報告時に使用
（グレーになっていれば不要です。定期報告が青ければ定期報告を行ってください。）

定期報告：毎年1月1日～3月31日までの間に行わなければいけない報告
（グレーになっていれば不要です。）

随時報告：医療機関等の情報に変更があったときに行う報告

保険医療機関番号
を入力することで前
年度のレセプト情報
などの集計結果が
反映され、一部項目
が事前入力されます。
スキップすることも
可能です。

※この手順を一度通過
すると、次回以降直接
入力画面に遷移します。

（病院、診療所の定期報告の場合）
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⑥ 必要な事項を入力して報告を完了します。

「調査票入力画面」
で「入力」ボタンを
クリックして、入力
画面を表示します。

各報告項目を
入力して、「登録」
をクリックします。

全項目を「入力完了」
にして、画面上部の
「報告」をクリック
します。

「ＯＫ」をクリック
します。
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※「かかりつけ医機能報
告制度」の対象である病
院・診療所のみ以下の注
意喚起画面、「かかりつけ
医機能報告に関する画
面項目」およびかかりつけ
医機能報告取込ボタンが
表示されます。

※報告ボタンを必ず最後に
クリックしてください


